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２ 通級指導教室入級までの手続きについて

入級までの手続き

本 人・保 護 者 ・入級を希望される場合は在籍校へ相談をしてください。

学校（校内委員会） 保護者からの相談を受け、校内で検討し、学校から・

教育センターへ教育相談を申し込みます。

（ ） 。船橋市総合教育センター 教育センターにて教育相談 本人・保護者 を受けます・

市就学指導委員会 資料を基にして審議・答申。・

船橋市総合教育センター ・答申に基づき通級指導教室への入級となります。

教育センターから対象生徒の情報提供。・

通級指導教室・学校 ・保護者・本人の面談・在籍校担任連絡を行い、今後の

支援内容の確認や通級日等を決定します。

学校・保護者・本人 ・通知に基づき支援の開始

船 橋 市 教 育 委 員 会

船 橋 市 総 合 教 育 セ ン タ ー

http:/ /www.gec.funabashi.ed.jp
〒 － 千葉県船橋市東町 番地273 0863 834

℡ ０４７－４２２－７７３４


